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平成２７年第５回羽幌町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

平成２７年９月１７日（木曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 諸般の報告                                

第 ３ 報告第 ６号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告につい 

           て                             

第 ４ 承認第１２号 専決処分の承認について                   

           「平成２７年度羽幌町一般会計補正予算」（第６号）      

第 ５ 議案第４６号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例         

第 ６ 議案第４７号 羽幌町防災会議条例の一部を改正する条例           

第 ７ 議案第４８号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例        

第 ８ 議案第４９号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例            

第 ９ 議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について       

第１０ 議案第５１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について         

第１１ 議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について   

第１２ 議案第５３号 平成２７年度羽幌町一般会計補正予算（第７号）        

第１３ 議案第５４号 平成２７年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

           号）                            

第１４ 議案第５５号 平成２７年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）   

第１５ 議案第５６号 平成２７年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

第１６ 同意第 ３号 羽幌町教育委員会委員の任命について             

第１７ 認定第 １号 平成２６年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について     

第１８ 認定第 ２号 平成２６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

           について                          

第１９ 認定第 ３号 平成２６年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第２０ 認定第 ４号 平成２６年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第２１ 認定第 ５号 平成２６年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第２２ 認定第 ６号 平成２６年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第２３ 認定第 ７号 平成２６年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定につ 
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           いて                            

第２４ 認定第 ８号 平成２６年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

第２５ 発議第１６号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について  
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     町民課住宅係長    近 藤 優 樹 君                

     福 祉 課 長    熊 木 良 美 君                
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     地域包括支援    奥 山 洋 美 君                
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                金 丸 貴 典 君                
     介護保険係長                             
     
 

 健 康 支 援 課               
                村 上   達 君                
     保 健 係 長                             
     

 建設水道課長    三 上 敏 文 君     

     建設水道課主幹    宮 崎 寧 大 君                
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                山 川 恵 生 君                
     土木港湾係長   
                           
     農林水産課長    鈴 木   繁 君                

     農林水産課主幹    上 田 章 裕 君                
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    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ９番 逢 坂 照 雄 君   １０番 寺 沢 孝 毅 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（森  淳君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第６号 

〇議長（森  淳君） 日程第３、報告第６号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告についてを議題とします。 

 本案について報告の内容説明を求めます。 

 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） ただいま上程されました報告第６号 財政の健全化判断比率

及び公営企業の資金不足比率の報告についてご説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及

び第２２条第１項の規定により、財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を次

のとおり報告し、承認を求めるものでございます。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 １、財政の健全化判断比率でございますが、①、実質赤字比率については一般会計の実

質的な赤字が町税等の財源規模に対してどの程度の割合かを示すものですが、羽幌町は黒

字であり、比率としては出ないこととなります。 

 ②、連結実質赤字比率については、一般会計に特別会計及び公営企業会計を含む全ての

会計を加えたものであり、これについても黒字であり、比率としては出ないこととなりま

す。 

 ③、実質公債費比率については、公債費相当額の一般財源に占める割合の過去３年度の
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平均値ですが、１０．４％であり、早期健全化基準の２５％を下回っております。前年度

は１１．４％で、１．０％減少しており、その要因は公債費の元利償還金の減少に伴うも

のでございます。 

 ④、将来負担比率については、一般会計等の借入金や将来支払う可能性のある負担等の

現在高の程度を指標化したもので、地方債現在高の減少により比率としては出ておりませ

ん。 

 このように財政の健全化判断比率は、いずれも基準を下回っており、財政状態は健全で

あることをあらわしています。 

 ２、公営企業会計に係る資金不足比率については、①、水道事業会計、②、簡易水道事

業特別会計、③、下水道事業特別会計、④、港湾上屋事業特別会計、いずれも資金不足は

なく、健全な経営状態であることをあらわしています。 

 なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づき、監査委員の審査を終えておりますので、別紙のとおり報告書を添付しており

ます。 

 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから報告第６号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第６号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告に

ついては原案のとおり承認することに決定しました。 

 

    ◎承認第１２号 

〇議長（森  淳君） 日程第４、承認第１２号 専決処分の承認について「平成２７年

度羽幌町一般会計補正予算」（第６号）を議題とします。 

 本案につきましては、地方自治法の規定により私議長が除斥の対象となりますので、副

議長と交代いたします。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０６分 

再開 午前１０時０６分 
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〇副議長（寺沢孝毅君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 平成２７年度羽幌町一般会計補正予算（第６号）について承認の内容説明を求めます。 

 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） ただいま上程されました承認第１２号 専決処分の承認につ

いてご説明申し上げます。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項により報告し、承認を求めるものでございます。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 処分理由は、平成２７年度羽幌町一般会計補正予算（第６号）を専決処分したので、議

会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。一般行政事業に伴う歳入歳出

補正について、町議会招集のいとまがないので、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたものでございますが、専決理由は名誉町民である森悟氏

が８月２７日に逝去されたことから、弔慰金の補正を行ったものでございます。 

 専決処分は、平成２７年８月２８日付でございます。 

 次の補正予算書をお開き願います。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１５０万円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億６１０万４，０００円とするものでございま

す。 

 ７ページをお開き願います。歳出の２款総務費、一般管理費において各種団体行事等報

償費１５０万円の補正をしたものでございます。内容は弔慰金であり、財源は前年度繰越

金を充てております。 

 以上、今回専決処分をしました補正予算についての説明内容でありますが、よろしくご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇副議長（寺沢孝毅君） これから承認第１２号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（寺沢孝毅君） これで承認第１２号の質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから承認第１２号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇副議長（寺沢孝毅君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１２号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０９分 

再開 午前１０時１０分 
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〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

    ◎議案第４６号 

〇議長（森  淳君） 日程第５、議案第４６号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第４６号 羽幌町個人情報保護

条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げま

す。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴いまして同法に規定する特定個人情報の取り

扱いについて本条例において定めるとともに、必要な規定の整備を図るため、改正しよう

とするものであります。 

 それでは、改正内容のご説明を申し上げますので、お配りしております新旧対照表をご

らんください。この表につきましては、左側に現行条文を、右側に改正案を記載し、改正

箇所には下線を引いて表示しております。まず、１ページ目、第１条ですが、行政機関の

保有する個人情報の保護に関する法律との整合性を図り、従来の個人情報の削除の請求及

び目的外利用等における中止の請求を第２４条において利用停止の請求に改めることから、

用語の補正を行っております。 

 次に、第２条の用語の定義ですが、番号法で新たに定義された特定個人情報、情報提供

等記録及び特定個人情報ファイルの用語を第５号から第７号とし、加えております。また、

本条例での個人情報には、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除いていますが、特

定個人情報には除外規定がないため、その範囲を改めています。 

 次に、２ページ目になります。新たに第６条の２を加えておりますが、特定個人情報フ

ァイルを保有しようとするときは、番号法第２７条の規定により当該ファイルの取り扱い

についてみずから評価する特定個人情報保護評価を行わなければならず、当該評価につい

ては第三者機関による点検を受けることとされていることから、この点検を羽幌町情報公

開・個人情報保護審査会が実施することとして規定するものであります。 

 次に、第７条ですが、特定個人情報については番号法第２０条の規定による制限を受け

ることとなりますので、番号法との整合性を図るため、適法かつ公正な手段により収集す

る旨の文言を加え、その他字句の補正を行っております。 

 次に、第８条ですが、現行の条文では個人情報の利用及び提供の制限について規定して

おりますが、特定個人情報を定義したことによりそれぞれ個々に制限の規定を設ける必要
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があることから字句の補正を行い、３ページ目及び４ページ目になりますけれども、第８

条の２、第８条の３として新たに加えるものであります。 

 次に、同じく４ページ目の第１２条ですが、特定個人情報の公開請求について本人にか

わって法定代理人及び任意代理人による請求ができる旨を加えるとともに、字句の補正を

行っております。 

 次の第１４条につきましては、第５号において文言の修正をしております。 

 次に、５ページになりますが、第２１条につきましては字句の補正と第３項を新たに加

え、第１３条第２項の規定を準用する旨設けるものであります。 

 次の第２３条につきましても字句の補正であります。 

 次の第２４条及び６ページの第２５条になりますが、冒頭の第１条の説明で述べました

とおり、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律との整合性を図るため、現行の

第２４条、削除の請求及び第２５条、中止の請求を改正案第２４条、利用停止の請求に改

め、以下現行の第２６条から２９条までをそれぞれ１条ずつ繰り上げ、第２５条から２８

条とし、字句の補正を行っております。 

 次に、７ページになりますが、改正案の第２８条の次に新たに１条を加え、第２９条と

し、情報提供等記録の訂正を実施したときに必要があると認められる場合には総務大臣及

び各関係者にその旨を遅延なく通知する旨規定しております。 

 次の第３０条につきましては、先ほどの条項の繰り上げによります字句の補正でありま

す。 

 次に、８ページ、第３６条でありますが、現行の規定では他の法令等に個人情報の公開

等の請求に関する規定があるときはその規定によるものとしておりますが、特定個人情報

については他の法令等による公開との調整を行わず、本条例による公開の実施を認める旨

の改正をするものであります。 

 以上が本改正条例の内容であります。 

 なお、条文の朗読はただいまの説明をもって省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、情報提供等記録に関

する部分の規定は、番号法附則第１条第５号に規定する政令で定める日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いいたします。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４６号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４６号を採決します。 
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号 羽幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎議案第４７号 

〇議長（森  淳君） 日程第６、議案第４７号 羽幌町防災会議条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第４７号 羽幌町防災会議条例

の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、本町の防災関係業務の推進に寄与する羽幌町防災会議にお

きまして、災害時における連携が重要とされる陸上自衛隊を委員として加え、組織の強化、

充実を図るため、改正しようとするものであります。 

 それでは、改正内容のご説明を申し上げますので、お配りしております新旧対照表をご

らんください。第３条第５項で、委員は、次に掲げる者をもって充てると規定し、記載は

省略しておりますが、第１号から第８号まで国の機関を初め北海道、警察、消防など各関

係機関等を規定しており、ここに自衛隊を加えるものであります。 

 それでは、改正条文を朗読いたします。羽幌町防災会議条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町防災会議条例（昭和３８年羽幌町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第５項に次の１号を加える。 

 （９）陸上自衛隊第２６普通科連隊長又はその指名する自衛官 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４７号 羽幌町防災会議条例の一部を改正する条

例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号 羽幌町防災会議条例の一部を改正する条例は原案のとおり

可決されました。 

 

    ◎議案第４８号 

〇議長（森  淳君） 日程第７、議案第４８号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） ただいま上程されました議案第４８号 羽幌町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２７年９月１６日、羽幌町長。 

 提案理由は、地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２７年政令第１６１号）の公

布に伴い、中低所得層の保険税負担が増大しないように賦課限度額を引き上げ、税財源を

確保するため、改正しようとするものでございます。 

 次のページをお開き願います。改正内容は、国民健康保険税の賦課限度額を引き上げる

改正で、基礎課税額５１万円を５２万円に、後期高齢者支援金等課税額１６万円を１７万

円に、介護納付金課税額１４万円を１６万円にそれぞれ引き上げるものでございます。こ

れにより、課税限度額は現行８１万円から８５万円となるものでございます。 

 それでは、改正条文を読み上げます。羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町国民健康保険税条例（平成２４年羽幌町条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３項ただし書中

「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中「１４万円」を「１６万円」

に改める。 

 附則、施行期日、第１条、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 適用区分、第２条、改正後の羽幌町国民健康保険税条例の規定は、平成２８年度以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成２７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

 以上、提案理由の説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４８号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について質疑を行います。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） ただいま説明の中で数字のプリントミスの訂正がなかったのかと
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思うのですが、こちらの予算書の中で３つ目に１４万円と説明されましたけれども、プリ

ントされているものには１２万円となっております。介護保険のほうです。現在の介護保

険の最高限度額１４万円と１２万円、ミスかと思うのですが、もう一回確認をしたいと思

います。 

〇議長（森  淳君） 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） 第２条については５１万円を５２万円に、それから同条につ

いては１６万円、１７万円、それからただし書きで１４万円、１６万円ということで、第

２３条中の文言については、前回の改正時にそれぞれ限度額を引き上げる規定をこの部分

怠っておりまして、今回あわせてやるということで、課税上についてはこの部分が従来の

金額であっても課税上問題ないということになっておりまして、この場で訂正させていた

だきます。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第４９号 

〇議長（森  淳君） 日程第８、議案第４９号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） ただいま上程されました議案第４９号 羽幌町手数料条例の

一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）の制定及び住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）の一部改正に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定めるとと

もに、住民基本台帳カードの交付手数料及び再交付手数料を廃止するため、改正しようと
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するものであります。 

 配付いたしております羽幌町手数料条例新旧対照表をごらん願います。右上に第１条関

係とある面をまずはごらん願います。第１条の改正は、別表第１の３３の住民基本台帳法

第１２条の２第１項の規定に基づく住民票の写しの交付を３４に、３４の町作成の地図の

交付を３５にそれぞれ繰り下げし、新たに３３に行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第７条第１項に規定する通

知カードの再交付を加えるものであります。手数料の名称は通知カード再交付手数料、手

数料の金額は１枚につき５００円です。 

 裏面をごらん願います。第２条の改正は、別表第１、３２の住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第３０条の４４の規定に基づく住民基本台帳カードの交付を削除し、新

たに３２に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードの再交付を加えるもので

す。手数料の名称は個人番号カード再交付手数料、手数料の金額は１枚につき８００円で

す。 

 ３３の括弧書きで表記のあった法律番号、平成２５年法律第２７号は、前段の３２で新

たに表記がなされたことから削除することとし、３４では旧の３２で表記のあった法律番

号、昭和４２年法律第８１号が削除となったため、新たにその法律番号を追加するもので

あります。 

 以上の説明で改正条文の朗読を省略させていただきます。 

 附則、この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は平成２８

年１月１日から施行する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４９号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例

について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例は原案のとおり可

決されました。 
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    ◎議案第５０号～議案第５２号 

〇議長（森  淳君） 日程第９、議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更について、日程第１０、議案第５１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、日程第１１、議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ

いて、以上３点について関連がありますので、一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） それでは、ただいま上程されました議案第５０号から第５２

号まで３件を一括して、関連がございますので、提案理由とその内容についてご説明いた

します。 

 初めに、議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてにつきまし

てご説明申し上げます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次の

とおり変更する。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、この組合は本町も加入しております職員の退職手当の支給

に関する事務を行っている組合でありまして、今般当該組合規約の一部変更について協議

がありましたので、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 変更の内容でございますが、別紙で説明資料としてお配りをしております規約の新旧対

照表をごらんください。表紙をめくった１ページ目でございます。表の右側が現行の規約

で、左側が変更案でございます。下線を引いているところが変更する箇所でありまして、

別表中、道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合、西十勝消防組合、北十

勝消防事務組合、東十勝消防事務組合、南十勝消防事務組合の６つの組合を解散、脱退に

より削り、新たにとかち広域消防事務組合を加えるものであります。 

 以上が議案にあります変更内容でございます。 

 なお、改正文の朗読はただいまの説明をもって省略させていただきます。 

 附則、施行期日、１、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣

の許可の日から施行する。ただし、別表の（十勝）の項の改正規定（「 とかち広域消防

事務組合」を加える改正規定を除く。）は平成２８年４月１日から施行する。 

 附則第２項につきましては、現在縦書き表記となっている規約を左横書きに改める規定

でありまして、これに伴い字句の表記も整理するものであります。 

 続きまして、議案第５１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についての説明を申

し上げます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとお

り変更する。 
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 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、この組合は本町も加入しております非常勤職員等に対する

公務災害補償の事務を行っている組合でありまして、今般当該組合規約の一部変更につい

て協議がありましたので、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 変更の内容でございますが、説明資料の２ページから３ページをごらんください。別表

第１として、この組合を組織する地方公共団体が記載されておりますが、下線を引いてお

ります道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合、東十勝消防事務組合、北

十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合の６つの組合を解散、脱退によ

り削り、新たにとかち広域消防事務組合を加え、あわせて表の左側にあります各振興局管

内ごとの団体数を石狩振興局は１６から１５に、渡島総合振興局は１７から１６に、十勝

総合振興局は２８から２５にそれぞれ改正するものであります。 

 別表第２につきましては、共同処理する事務を左の欄に、共同処理する団体を右の欄に

記載しておりますが、左の欄、第１項から第７項までの事務を共同処理する団体中、東十

勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、池北三町

行政事務組合の５つの組合を削り、新たに音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、

清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、

足寄町、陸別町、浦幌町の１８の団体を加え、３ページになりますが、左の欄、第９項の

事務を共同処理する団体中、道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合、東

十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合の６つの

組合を削り、新たにとかち広域消防事務組合を加えるものであります。 

 以上が議案にあります変更内容でございます。 

 なお、改正文の朗読はただいまの説明をもって省略させていただきます。 

 附則につきましては、施行期日を地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の

許可の日とし、ただし書きの規定については平成２８年４月１日からとするものでありま

す。 

 続きまして、議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

ての説明を申し上げます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約を次のとおり変更する。 

 平成２７年９月１６日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、この組合は本町も加入しております町村議会議員に対する

公務災害補償の事務を行っている組合でありまして、今般当該組合規約の一部変更につい

て協議がありましたので、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 変更の内容でございますが、説明資料の４ページをごらんください。下線を引いている
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ところが変更箇所であります。まず、文言整理のため、第１条中「併せて、地方公務員等

共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１章の規定に基づく町村議会議員共済会に

関する事務と相互調整をはかることによって、本制度の健全なる運営をはかることを目的

とする」を削り、「議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と

する」を加えまして、次に４ページ中段から５ページにかけての別表第１にあります道央

地区環境衛生組合、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝

消防事務組合、南渡島青少年指導センター組合の６つの組合を削り、新たにとかち広域消

防事務組合を加えるものであります。 

 以上が議案にあります変更内容でございます。 

 なお、改正文の朗読はただいまの説明をもって省略させていただきます。 

 附則、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から

施行する。ただし、別表第１の改正規定中、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十

勝消防事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上が議案第５０号、第５１号、第５２号についての説明でございます。よろしくご審

議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５３号～議案第５６号 

〇議長（森  淳君） 日程第１２、議案第５３号 平成２７年度羽幌町一般会計補正予

算（第７号）、日程第１３、議案第５４号 平成２７年度羽幌町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）、日程第１４、議案第５５号 平成２７年度羽幌町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）、日程第１５、議案第５６号 平成２７年度羽幌町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）、以上４件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました平成２７年度一般会計の補正予算につ

きまして、その提案理由をご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，７１０万４，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ６２億２，３２０万８，０００円とするものでございます。 

 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出において２款総務費、一般管理費にお

いて行政不服審査法関連３法例規整備業務委託料１１８万８，０００円の補正は、審査請

求に対する審理手続の公平性や透明性を高める観点などから、行政不服審査法が全面的に

改正され、平成２８年４月１日から施行予定であり、この改正による本町の例規への影響

調査とその内容の修正を行うための委託料でございます。 

 同じく社会保障・税番号制度システム改修負担金４３９万６，０００円の補正は、マイ
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ナンバー制度における特定個人情報の情報連携を行うため、全国で２カ所に設置する中間

サーバーの構築費用を全国の自治体で共同負担する経費でございます。財源につきまして

は、全額国庫支出金を充てております。 

 次に、７款商工費、商工振興費において検証業務委託料１４５万８，０００円と特別旅

費６万２，０００円の補正は、株式会社ハートタウンはぼろの経営内容及び同社に対する

これまでの町の関与について検証し、今後の会社運営及び行政運営に反映させるためのも

のでございます。同じく食・商工業活性化事業委託料８９８万９，０００円の補正で、１

点目は町内の農水産物生産者や加工業者と使用、販売する都市圏出荷先とのマッチングを

目的としてダイレクトメール発送、無料サンプル提供を行うとともに、意欲ある事業者な

どに対し、各種商談会出展、参加費用などの一部を負担し、地元産品に対する評価、意見

の収集、販路拡大を図るものでございます。２点目は、商工業発展のため、空き店舗活用

に必要な実態調査や不足業態に関する要望の把握、高齢化の進む事業者の継承支援として

セミナー開催や個別相談などを通じて産業活動の活発化を図るものでございます。この事

業は、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の上乗せ交付分を活用する事業で、

財源につきましては全額国庫支出金を充てております。同じく企業振興促進補助金１，０

２０万８，０００円の補正は、羽幌町企業振興促進事業の交付対象者が増加見込みとなる

ことによるものでございます。内容は、企業立地助成事業１件、１，０００万円、空き店

舗活用事業１件、５００万円、離島観光振興事業１件、９０万８，０００円、創業者支援

事業２件、３０万円となっております。 

 次に、１０款教育費、高等学校費において修繕料１２５万９，０００円の補正は、天売

高等学校体育館の床がゆがみ、使用上支障を来していることから、必要部分の補修を行う

ものでございます。 

 今回補正をいたします一般会計の財源でございますが、それぞれの事業に対し歳入予算

に計上している特定財源のほか、交付決定された地域ふれあいプレミアムつき商品券発行

促進事業費補助金４００万円の増額補正と借入額が確定した臨時財政対策債２，９８８万

５，０００円の増額補正と調整財源である財政調整基金繰入金３，０２０万４，０００円

を減額補正しております。 

 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申

し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９８万８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ１２億９，４９８万８，０００円とするものでございます。 

 補正をいたします内容を申し上げます。歳出で８款保健事業費において医薬材料費２１

万６，０００円の増額補正は、インフルエンザワクチンの単価増に伴う補正で、財源は一

般会計繰入金を充てております。 

 ９款諸支出金において療養給付費交付金返還金７７万２，０００円の増額補正は、前年

度退職医療の療養給付費交付金の確定に伴うもので、財源は前年度繰越金を充てておりま
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す。 

 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１，３０９万６，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ１０億７，０１９万６，０００円とするものでございます。 

 補正をいたします内容を申し上げます。保険事業勘定の歳出で１款総務費において介護

システム負担金２４２万５，０００円の増額補正は、本年８月の介護保険法改正に対応す

るためのシステム改修で、システムを共同利用している協議会への負担金でございます。

財源につきましては、国庫支出金で２分の１を賄い、残りは一般会計繰入金を充てており

ます。 

 ５款諸支出金において介護給付費返還金８８８万９，０００円の増額補正は、介護給付

費の確定に伴う返還金でございます。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳出で２款事業費においてデイサービスセンター改修工

事請負費１７８万２，０００円の増額補正は、車庫のシャッター開閉時にふぐあいを生じ

ているため、取りかえ工事を実施するものでございます。 

 次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 歳入において下水道整備事業債が３，６２０万円増額となり、確定したことから、関連

する汚水処理施設共同整備事業負担金と一般会計繰入金を減額補正するものでございます。 

 以上、今回補正をいたします予算の主な内容であります。よろしくご審議、ご決定を賜

りますようお願いを申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、三浦義之君。 

〇財務課長（三浦義之君） 続きまして、私から内容をご説明いたします。 

 一般会計１２ページをお開き願います。２款総務費、財産管理費において財政調整基金

積立金３万９，０００円の補正は、基金運用益を積み立てるものでございます。 

 ３款民生費、社会福祉費において障がい者医療費国費負担金返還金９９万４，０００円

と障がい者医療費道費負担金返還金５２万６，０００円、障がい児施設措置費給付費等国

庫負担金返還金７１万５，０００円、障がい児施設措置費給付費等道費負担金返還金７万

７，０００円、市町村地域生活支援事業国庫補助金返還金１，０００円の補正は、いずれ

も前年度負担金及び補助金の確定に伴う返還金でございます。同じく国民健康保険事業特

別会計繰出金２１万６，０００円の補正は、インフルエンザ予防接種単価の増に伴うもの

でございます。 

 介護福祉費において介護保険事業特別会計繰出金３００万７，０００円の補正は、介護

保険法改正に伴うシステム改修費１２２万５，０００円とデイサービスセンター車庫シャ

ッター取りかえ工事費１７８万２，０００円の繰出金でございます。 

 １４ページをお開き願います。常設保育所費において保育所運営費国庫負担金返還金６

５万９，０００円と保育所運営費道費負担金返還金３３万円、保育緊急確保事業費道費補
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助金返還金１７万円の補正は、いずれも前年度負担金及び補助金の確定に伴う返還金でご

ざいます。 

 ４款衛生費、健康センター運営費において医薬材料費４３万２，０００円の補正は、イ

ンフルエンザワクチンの単価増に伴うものでございます。 

 １７ページをお開き願います。８款土木費、都市計画管理費において下水道事業特別会

計繰出金１，８１８万３，０００円の減額補正は、汚水処理施設共同整備事業に充当する

下水道整備事業債が増額となったことから、繰出金を減額するものでございます。 

 １８ページをお開き願います。１０款教育費、小学校費において修繕料５６万１，００

０円の補正は、羽幌小学校体育館の遠赤外線暖房機１基が故障したことから、部品の取り

かえ修繕をするものでございます。 

 以上、補正内容についての説明でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、そ

れぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第５３号 平成２７年度羽幌町一般会計補正予算（第７号）について歳入

歳出一括して質疑を行います。 

 ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） 商工費の検証業務の委託料について二、三質問させていただきま

す。 

 これに関しては、先般特別委員会のほうでも町長の選挙に係る思い入れ等も伺いました。

副町長からの説明も伺いました。その中の話についてちょっと二、三確認をするつもりで

質問したいのですけれども、そのときの委員会の論議の中で、委員の質問の中で民間の会

社ということで、舟橋町長の時代は経営内容に踏み込めなかったという、特別委員会でも

なかなか議論ができなかった。それが今回１８０度変わって出てきたのはなぜかという質

問があったのに対して、町長のほうから私は町長としてそういう命令をはっきり出してい

ますから、やりますからと。ただ、舟橋さんのときにはトップとしてそういう方向性を持
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たなかったのだと思いますという答弁がありました。それに続いて、職員ですから町長の

命令がなければ踏み込んだ勝手なことはできないだろうしという話もありました。その後

に副町長のほうから、当時担当課長として問題があると認識はしていたのだけれども、そ

ういう意味では町費を使って経営内容を調査したりとかさせていただきました。ただ、最

終的には具体的に本当にその経営状態とか簿価、会計上の処理の問題だとか、踏み込んだ

検証はできていなかった。できなかったというほうがいいかと思いますという話があった

のです。ちょっと確認したいのですけれども、町長の言う職員ですから町長の命令がなけ

れば踏み込んだ勝手なことはできないというふうな認識で当時問題があったとして調査を

されたのですか、副町長。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 私が課長時代に対応いたしましたのは、ハートタウンはぼろと

いう経営状況につきましていろんなうわさ等々、あるいはテナントのあき状況等々も踏ま

えると経営状況は苦しいだろうということで、なかなかその経営を見通せないという状況

の中で、今後の展開としてどうなるのかということで、課として例えば今の経営状況の状

況を調査するという意味で検討させていただくための資料としてそういう業務を行いまし

た。 

〇議長（森  淳君） ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） その後に町長から、町長から命令があればそれに従わなかったら

やめなければならないわけですから、時の町長はそういう指示だったということではない

のですか。私はその当時はそういうふうに感じていましたけれどもという発言があったの

です。要するに今前段の説明は、町長からそういう命令がなかったので、踏み込んだ検証

はできなかったということではないのですね。事務方として踏み込む。町長から別に命令

がないからやらなかったということではなくて、事務方として、事務方の判断として、そ

れまで簿価とか、そういうことまでは踏み込まなかったという判断でいいのですね。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 確かに産業課としては経営状況の把握に努めましたけれども、

そこまで詳細に把握することはできなかったという状況であります。 

〇議長（森  淳君） ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） それはわかりました。 

 もう一つ、町長から命令がなければ、それに従わなかったらやめなければならないわけ

ですから、時の町長はそういう指示だったということではないのですかというのですけれ

ども、時の町長からそういう指示が、逆らったらやめなければならないという、皆さんは

そういう判断で仕事をなさっているのですか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） あくまでも業務命令ということであれば、確かに理事者の意向

等々の仕事を本来やらなければならないというのは確かなことだというふうに思っており
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ます。ただ、今回のケースにつきましてはそういうことではなく、あくまでも産業課とし

て経営状況を把握するべく調査を行っていたというふうなことでございます。 

〇議長（森  淳君） ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） 今の私の言った前段の町長から命令がなければ、それに従わなか

ったらやめなければならないわけですから、町長は今そう思われているということですか。

町長の、理事者の指示に従わない職員はやめてもらうという、それで検証に当たるという

ことなのですか。町長、言ったのです。 

（「言ったけど、何を聞きたいんですか」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） これから検証に当たる。その後で、こういう副町長のほうからで

きるだけ公正に判断できるような体制をとりたい。職員に検証に当たらせたいと言ってい

るのです。そういう中で、前段で町長が町長から命令があればそれに従わなかったらやめ

なければならないと言われたら、それは町職員として断れないという話になってしまう。

それで、そういう思いなのですかという質問です。 

（「議長、ちょっと暫時休憩していただきたいんですが」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時１３分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 私は、一般的な事例としてそういうふうに申し上げておりまして、

今回そういった事案があるからどうだとかという考えで申し上げたわけではありません。 

〇議長（森  淳君） ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） 副町長に聞きます。 

 一般論として、理事者の指示に従わなかったら職員は首になるのですか。 

〇議長（森  淳君） 副町長、江良貢君。 

〇副町長（江良 貢君） 首になるとかということではありませんけれども、基本的に理

事者の考え方をどう行政として進めるかという中で仕事は進めていくものだというふうに

認識はしております。  

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 私は、同じ１６ページのその下のほうにあります企業振興促進補

助金について伺います。 

 町長の説明で１，０００万が１件、５００万が１件、そのほかにも幾つかおっしゃられ

ましたけれども、今回補正されているのが１，０００万ですので、執行はこれからなので、
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そのほかの補助先も全て説明されたのかと思うのですが、とりあえず１，０００万円と５

００万円の補助先、あるいは創業者支援ということだと思うので、どのような業種の事業

所になるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 商工観光課長、大平良治君。 

〇商工観光課長（大平良治君） お答えいたします。 

 まず、企業立地分ということで１，０００万、これにつきましては工場の増設という事

業所が１カ所ございますので、ここにつきましては創業後もうすぐ６カ月経過するという

形になっておりますので、そちらの分まず１件、１，０００万ということを予定してござ

います。あと、５００万という部分の店舗の改修なのですけれども、まだ正式には届け出

等来てございませんが、町外の事業者の方が空き店舗を活用して事業を想定した場合どう

なのだろうというご相談を受けています。ただ、まだ正式な届け出来ていませんので、ち

ょっと業種等については差し控えさせていただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論については、会議規則第５２条により、最初に反対者、

次に賛成者を発言させることになります。討論の回数は、１人１回限りとなります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ８番、磯野直君。 

〇８番（磯野 直君） 私は、この予算に反対します。 

 理由は２つあります。１つは、先般一度否決された。いわゆる３００万円という金額で

否決されて、いろんな皆さんそれぞれの思いはあるのでしょうけれども、私はその３００

万が今回１５０万だと、そういう数字のやりとりでということにはならないと思いますの

で、反対いたします。 

 もう一点、今の質問でもありますとおり、町職員も検証に係るわけですけれども、先ほ

ど言いましたけれども、委員会の中で副町長は公正に判断できるような体制をとりたいと

言っていましたけれども、今言ったように町長の命令がなければやめなければならないな

んていう話になると、それはとてもとても公正にというふうには思えません。やはり職員

は結局町長の顔色をうかがいながら仕事にかかるのではないかという懸念があります。し

たがって、私は反対いたします。 

〇議長（森  淳君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 私は、今回の補正については賛成をしたいと思います。 

 理由は、前回６月定例会では反対をいたしましたけれども、余りにも急な話でありまし

て、町内の方からの意見を聞く時間もなく、採決はできないという立場でありました。そ

の後町内で何カ所か開かれた町政懇談会だったでしょうか、その中でも検証を求める意見、
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声も多々あったというふうに聞いておりますし、やはりこの問題はできるだけ早急に検証

作業に入って、今回を逃すとなればもう年度をまたいでしまうような格好になるかと思い

ます。やはり今年度のうちにきちんと検証を行い、それなりの報告なり結果なりを出して

いくべき、もうそういう時期であろうと思いまして、私は賛成をしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。 

 議案第５３号 平成２７年度羽幌町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇議長（森  淳君） 起立多数であります。 

 したがって、議案第５３号 平成２７年度羽幌町一般会計補正予算（第７号）は原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第５４号 平成２７年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について歳入歳出一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号 平成２７年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５５号 平成２７年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて歳入歳出一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 
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 これから議案第５５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号 平成２７年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５６号 平成２７年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて歳入歳出一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号 平成２７年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎同意第３号 

〇議長（森  淳君） 日程第１６、同意第３号 羽幌町教育委員会委員の任命について

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 同意第３号 羽幌町教育委員会委員の任命について、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 住所、苫前郡羽幌町北５条１丁目２番地の２、氏名、佐藤善昭、生年月日、昭和３９年

５月４日生まれ、５１歳であります。 

 現委員であります佐藤善昭氏が平成２７年１０月２４日付をもちまして任期満了となる

ため、氏の人格、識見から、引き続き教育行政にご尽力をいただきたいため、羽幌町教育

委員会委員としてご同意を賜りたく、ご提案を申し上げた次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせ

ていただきます。 

〇議長（森  淳君） これから同意第３号 羽幌町教育委員会委員の任命について質疑

を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから同意第３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第３号 羽幌町教育委員会委員の任命については同意することに決定

しました。 

 

    ◎認定第１号～認定第８号、発議第１６号 

〇議長（森  淳君） 日程第１７、認定第１号 平成２６年度羽幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第１８、認定第２号 平成２６年度羽幌町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第１９、認定第３号 平成２６年度羽幌町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２０、認定第４号 平成２６年度羽幌

町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２１、認定第５号 平成２６

年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２２、認定第６号 平

成２６年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２３、認定第

７号 平成２６年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２４、

認定第８号 平成２６年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、日程第２

５、発議第１６号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について、以上

９件を一括議題とします。 

 先に、認定第１号から認定第８号までの提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 平成２６年度羽幌町各会計の決算認定をご提案するに当たりまし

て、その概要をご説明申し上げます。 

 資料につきましては、羽幌町各会計決算認定資料に基づきご説明いたします。一般会計

では、歳入決算額６１億４，９３０万３，３８４円、歳出決算額６０億６，１９３万９４

７円、差し引き剰余金８，７３７万２，４３７円となっておりますが、初めに歳入の主な

ものについてご説明いたします。収入の約５割を占める地方交付税は約３１億８，８００

万円、前年対比９，１７８万円、２．８％の減は、交付基礎となる算定基準の改正などに

伴うものでございます。町税については約７億２，３００万円、前年対比７１９万円、１．

０％の増は、固定資産税の増額によるものでございます。国庫支出金及び道支出金につき

ましては、事業費の増減により変動しており、支出金合計では前年度より約６，５００万

円増加しております。 

 次に、歳出でありますが、主な経費の内容についてご説明いたします。投資的経費で約
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７億８，７００万円、前年対比４，６００万円増となっておりますが、その理由として増

加したものは、エコアイランド構想事業として天売小中学校再生可能エネルギー等導入事

業や町有林整備事業として町有林道専用道新設事業、中心街活性化事業としてハートタウ

ンはぼろ土地建物購入事業、羽幌小学校改築事業として羽幌小学校実施設計業務委託、災

害復旧事業として公共土木災害復旧事業等でございます。一方、減少したものは子育て支

援対策事業として就学前児童施設整備事業補助や農業振興事業として農業振興センター整

備補助、社会体育事業としてスキー場圧雪車購入等でございます。人件費は約１０億３，

７００万円、前年対比２，２００万円増となっており、職員の給料や手当等の増加が主な

ものでございます。公債費は約７億９，６００万円、前年対比５６０万円増となっており

ます。歳出決定額では約６０億円となり、前年度比較約２億４，９００万円、４．３％の

増額となっております。 

 次に、特別会計でございますが、担当課長から説明をさせますので、私からの説明は省

略させていただきます。 

 次に、水道事業会計のご説明をいたします。収益的収支の収入では、給水人口の減少な

どの影響により有収水量が０．６％減少しております。２５年度との営業収益を比べます

と消費税率改正に伴う本体価格の値下げにより７８４万２，５９６円の減額となった一方、

地方公営企業会計制度の改正による営業外利益の増額により経常収支全体では５２０万５，

４３２円の増額となっております。支出においては、会計制度改正の影響による減価償却

費の増額や特別損失の計上があったものの、支出全体で３８万６，１０１円の減額となり、

結果損益計算書では３，９１７万８，９４５円の純利益が生じたところでございます。次

に、資本的収支では、栄町地区配水管布設など建設改良費で１，１７７万５，３００円、

企業債償還金が５，１１５万１，６２２円で、支出総額は６，２９２万６，９２２円とな

っております。それに対して収入がありませんので、不足いたします全額を留保資金等で

補填したものでございます。 

 次に、普通会計の財政指標等の状況についてご説明いたします。まず、財政構造の弾力

性を示します経常収支比率は８２．３％であり、前年度より０．３ポイント増加しており

ますが、繰出金の増加が主なものでございます。また、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律に基づく健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、

このたびの議会に報告しているとおりでありますが、将来負担比率については昨年から比

率がなくなり、実質公債費比率は前年比マイナス０．８％で、財政健全化が図られている

という判断ができるものでございます。 

 以上、平成２６年度各会計の決算概要をご説明いたしましたが、景気は地方創生関連予

算により全国的に各事業が実施されておりますが、地方の経済は引き続き厳しい状況で推

移していることから、今後予定されている羽幌町人口ビジョン及び地方版総合戦略をもと

にこれらの考えをしっかり予算編成に反映し、地方がみずから計画的に簡素で効率的な行

財政運営に努めるとともに、平成２８年度策定予定の公共施設マネジメント計画も考慮し
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ながら、将来を見据えた健全財政を目指してまいります。 

 また、別途監査委員からの決算審査が報告されますが、審査意見なども踏まえ、適正な

行財政運営を進めてまいりたく、これらの点もあわせて議会のご承認を賜りたく、よろし

くご審議くださいますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、発議第１６号の提案理由は、平成２６年度羽幌町各会計の

決算を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております認定第１号から認定第８号について

は、発議第１６号により、羽幌町議会委員会条例第４条の規定に基づき、全員の議員をも

って構成する羽幌町各会計決算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査すること

にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１６号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計決算特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３６分 

再開 午前１１時３６分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に８番、磯野直君、副委員長に５番、

小寺光一君と決定しましたので、報告します。 

 

    ◎休会の議決 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 各会計決算特別委員会の決算審査のため、これから９月１８日まで休会したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、これから９月１８日まで休会することに決定しました。 

 ただし、会議規則第１０条第３項の規定により、休会中であっても決算特別委員会終了

次第本会議を開きます。 

 以上で本日の議事日程は終了しました。休会して各会計決算特別委員会を開催いたしま

す。各会計決算特別委員会の審議状況に応じて、終了後速やかに本会議を再開することと

いたします。 

（午前１１時３８分） 


